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（3） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本アセットマネジメント協会（JAAM）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を

添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣及び

国土交通大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS Q 55001:2017 は改正され，この規格に

置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣，国土交通大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
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日本産業規格          JIS 
 Q 55001：2025 
 (ISO 55001：2024) 

アセットマネジメント－ 

アセットマネジメントシステム－要求事項 

Asset management-Asset management system-Requirements 

 
序文 

この規格は，2024 年に第 2 版として発行された ISO 55001 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格は，“アセットマネジメントシステム”といわれる，アセットマネジメントのためのマネジメン

トシステムの確立，実施，運用，維持及び改善の要求事項について規定する。 

この規格は，あらゆる種類及び規模の組織によって使用され得る。組織は，法律，規制及び契約上の要

求事項を考慮して，この規格を，どのアセットに適用するのかを決定する。この規格は，物的アセット及

び非物的アセットの両方を含む全ての種類のアセットに適用することが可能である。 

この規格は，主に，次の人々による使用を意図している。 

－ アセットマネジメントシステムの確立，実施，運用，維持及び改善に従事する人々 

－ アセットマネジメントの活動の実践に従事又は契約する人々及びサービス提供者 

－ アセットマネジメントシステムの要求事項を満たす組織の能力を評価するための内部関係者及び外部

関係者 

この規格において示している要求事項の順序は，それらの重要性を反映しているものでも，それらを実

施する順序を意味しているものでもない。 

アセットマネジメントに関する一般的な情報及びこの規格に適用する用語に関する情報は，JIS Q 55000

に示す。 

この規格中の要求事項の適用に関する更なる指針は，JIS Q 55002 に示されている。 

この規格で規定されているアセットマネジメントシステムの特定の要素に関する追加の指針は，ISO/TS 

55010（組織の財務機能及び非財務機能の整合性），ISO 55012（従事者の関与及び力量），及び ISO 55013

（アセットデータに関するマネジメント）によって提供される。 

アセットマネジメントを可能にする公共政策の策定に関する指針は，ISO 55011 に示されている。 

アセットマネジメントに関連する重要な原則が幾つかある。これには次の事項が含まれる。 

－ 価値：アセットマネジメントは，アセットが時間の経過とともに組織に提供する価値に焦点を当てる。 


